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非常用電源設備 「11 章 26 項 非常用電源設備」に以下の記載

を追記することで、本設備が非常時の非常用

電源設備として十分な能力を有していること

を示す。 

 

①UPSは接続先も含め、仕様に変更はなく必要

な容量及び機能を有している。 

②EG は出力の増加以外、接続先も含め仕様に

変更はない。 

＊新たに潤滑油の貯蔵タンクが内蔵されてい

るが、申請に係わる仕様に変更はない。 

 

・ＥＧ撤去に関する記載を参考資料として新

たに作成し、申請書に添付する。 

申請書該当頁：F11-7～F11-8 

・仕様等に変更がないことを明確にすること。 

・ＥＧ撤去の際、廃棄するＥＧが新しいＥＧに

悪影響を及ぼさないことや古いＥＧは産業廃

棄物として処分すること等をまとめたものを

参考資料として提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 非常用電源設備 

１．概要 

本施設は、商用電源で駆動し、商用電源が停電した場合

は、非常用発電装置及び無停電電源装置で構成される非常

用電源設備に自動的に切換え保安上重要な設備に給電し、

安全を確保する。 

非常用発電は、４０秒以内に定格に達し、これに接続す

る負荷は、セル系統換気設備，放射線管理設備，フード系統

換気設備，プール水浄化系Ｃ，設備警報器，放射線警報器，

通話装置及び保安灯である。 

 無停電電源に接続する負荷は臨界警報装置である。 

２．無停電電源装置の追加 

 追加する無停電電源装置は、既設の無停電電源装置のバ

ックアップとして用いる。その仕様は既設のものと同じで

あり、非常時の臨界警報装置の電源設備として十分な容量

及び機能を有している。 

３．非常用発電装置の更新 

 当施設では非常用発電装置が２台設置されており、今回

そのうちの１台を更新する。更新機器は現許可申請の仕様

とほぼ同等になるように選定し、発電機出力を１７０ｋＶ

Ａから１８０ｋＶＡに増強する。 

 更新する非常用発電装置については、非常時の保安上重

要な設備への電源設備として十分な容量及び機能を有して

いる。 

以上のとおり、停電事故に対する措置は十分であり、事

故の発生は特に考えられない。 
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 ９－２－１ 液体廃棄施設の位置                    Ｆ９－３ 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

  

８－１ 貯蔵施設の位置 Ｆ８－１ 

８－２ 貯蔵施設の構造 Ｆ８－１ 

８－３ 貯蔵施設の設備 Ｆ８－１ 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の 

 廃棄施設の位置、構造及び設備           Ｆ９－１ 

９－１ 気体廃棄施設                          Ｆ９－１ 

９－１－１ 気体廃棄施設の位置                    Ｆ９－１ 

  ９－１－２ 気体廃棄施設の構造                    Ｆ９－１ 

  ９－１－３ 気体廃棄施設の設備                    Ｆ９－１ 

９－２ 液体廃棄施設                          Ｆ９－３ 

 ９－２－１ 液体廃棄施設の位置                    Ｆ９－３ 

  ９－２－２ 液体廃棄施設の構造                    Ｆ９－３ 

  ９－２－３ 液体廃棄施設の設備                    Ｆ９－３ 

９－３ 固体廃棄施設                          Ｆ９－４ 

  ９－３－１ 固体廃棄施設の位置                    Ｆ９－４ 

  ９－３－２ 固体廃棄施設の構造                    Ｆ９－４ 

  ９－３－３ 固体廃棄施設の設備                    Ｆ９－４ 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する事項           Ｆ１０－１ 

１１. 閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する 

使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備     Ｆ１１－１ 

１２.添付書類（原子炉等規制法施行令第38 条第2 項に定める書類） 

 １２－１ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する 

適合性に関する説明書（事故に関するものを除く）       Ｆ１２－１－１ 

１２－２ 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は 

事故に応じる災害防止の措置に関する説明            Ｆ１２－２－１ 

 １２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書        Ｆ１２－３－１ 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書           Ｆ１２－４－１ 

 

［ウラン実験施設］ 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名      Ｕ１－１ 

２．使用の目的及び方法         Ｕ２－１ 

２－１ 使用の目的 Ｕ２－１ 

２－２ 使用の方法 Ｕ２－１ 

３．核燃料物質の種類 Ｕ３－１ 

４．使用の場所                                                             Ｕ４－１ 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 Ｕ５－１ 

６．使用済燃料の処分の方法 Ｕ６－１ 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 Ｕ７－１ 

７－１ 使用施設の位置 Ｕ７－１ 

７－２ 使用施設の構造 Ｕ７－１ 

７－３ 使用施設の設備 Ｕ７－２ 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 Ｕ８－１ 

８－１ 貯蔵施設の位置 Ｕ８－１ 

８－２ 貯蔵施設の構造 Ｕ８－１ 

８－３ 貯蔵施設の設備 Ｕ８－１ 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の 

 廃棄施設の位置、構造及び設備            Ｕ９－１ 

９－１ 気体廃棄施設                           Ｕ９－１ 

９－１－１ 気体廃棄施設の位置                     Ｕ９－１ 

  ９－１－２ 気体廃棄施設の構造                     Ｕ９－１ 

  ９－１－３ 気体廃棄施設の設備                     Ｕ９－１ 

９－２ 液体廃棄施設                           Ｕ９－３ 

 ９－２－１ 液体廃棄施設の位置                     Ｕ９－２ 

  ９－２－２ 液体廃棄施設の構造                     Ｕ９－２ 

  ９－２－３ 液体廃棄施設の設備                     Ｕ９－２ 

９－３ 固体廃棄施設                           Ｕ９－３ 

  ９－３－１ 固体廃棄施設の位置                     Ｕ９－３ 

  ９－３－２ 固体廃棄施設の構造                     Ｕ９－３ 

  ９－３－３ 固体廃棄施設の設備                     Ｕ９－３ 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する事項            Ｕ１０－１ 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、 

貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備         Ｕ１１－１ 

１２.添付書類（原子炉等規制法施行令第38 条第2 項に定める書類） 

 １２－１ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する 

適合性に関する説明書（事故に関するものを除く）        Ｕ１２－１－１ 

１２－２ 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は 

事故に応じる災害防止の措置に関する説明              Ｕ１２－２－１ 

 １２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書                Ｕ１２－３－１ 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書           Ｕ１２－４－１ 

 

［燃料実験施設］ 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名        Ａ１－１ 

２．使用の目的及び方法               Ａ２－１ 

２－１ 使用の目的    Ａ２－１ 

２－２ 使用の方法 Ａ２－２ 

３．核燃料物質の種類 Ａ３－１ 

４．使用の場所                                Ａ４－１ 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 Ａ５－１ 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、 

貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備         Ｕ１１－１ 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７－２ 使用施設の構造 Ｕ７－１ 

７－３ 使用施設の設備 Ｕ７－２ 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 Ｕ８－１ 

８－１ 貯蔵施設の位置 Ｕ８－１ 

８－２ 貯蔵施設の構造 Ｕ８－１ 

８－３ 貯蔵施設の設備 Ｕ８－１ 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の 

 廃棄施設の位置、構造及び設備            Ｕ９－１ 

９－１ 気体廃棄施設                           Ｕ９－１ 

９－１－１ 気体廃棄施設の位置                     Ｕ９－１ 

  ９－１－２ 気体廃棄施設の構造                     Ｕ９－１ 

  ９－１－３ 気体廃棄施設の設備                     Ｕ９－１ 

９－２ 液体廃棄施設                           Ｕ９－３ 

 ９－２－１ 液体廃棄施設の位置                     Ｕ９－２ 

  ９－２－２ 液体廃棄施設の構造                     Ｕ９－２ 

  ９－２－３ 液体廃棄施設の設備                     Ｕ９－２ 

９－３ 固体廃棄施設                           Ｕ９－３ 

  ９－３－１ 固体廃棄施設の位置                     Ｕ９－３ 

  ９－３－２ 固体廃棄施設の構造                     Ｕ９－３ 

  ９－３－３ 固体廃棄施設の設備                     Ｕ９－３ 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する事項            Ｕ１０－１ 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、 

貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備         Ｕ１１－１ 

１２.添付書類（原子炉等規制法施行令第38 条第2 項に定める書類） 

 １２－１ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する 

適合性に関する説明書（事故に関するものを除く）        Ｕ１２－１－１ 

１２－２ 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は 

事故に応じる災害防止の措置に関する説明              Ｕ１２－２－１ 

 １２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書                Ｕ１２－３－１ 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書           Ｕ１２－４－１ 

 

［燃料実験施設］ 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名        Ａ１－１ 

２．使用の目的及び方法               Ａ２－１ 

２－１ 使用の目的    Ａ２－１ 

２－２ 使用の方法 Ａ２－２ 

３．核燃料物質の種類 Ａ３－１ 

４．使用の場所                                Ａ４－１ 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 Ａ５－１ 

６．使用済燃料の処分の方法 Ａ６－１ 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 Ａ７－１ 

７－１ 使用施設の位置 Ａ７－１ 

７－２ 使用施設の構造 Ａ７－１ 

７－３ 使用施設の設備 Ａ７－２ 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 Ａ８－１ 

８－１ 貯蔵施設の位置 Ａ８－１ 

８－２ 貯蔵施設の構造 Ａ８－１ 

８－３ 貯蔵施設の設備 Ａ８－１ 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の 

 廃棄施設の位置、構造及び設備            Ａ９－１ 

９－１ 気体廃棄施設                           Ａ９－１ 

９－１－１ 気体廃棄施設の位置                     Ａ９－１ 

  ９－１－２ 気体廃棄施設の構造                     Ａ９－１ 

  ９－１－３ 気体廃棄施設の設備                     Ａ９－１ 

９－２ 液体廃棄施設                           Ａ９－２ 

 ９－２－１ 液体廃棄施設の位置                     Ａ９－２ 

  ９－２－２ 液体廃棄施設の構造                     Ａ９－２ 

  ９－２－３ 液体廃棄施設の設備                     Ａ９－２ 

９－３ 固体廃棄施設                           Ａ９－３ 

  ９－３－１ 固体廃棄施設の位置                     Ａ９－３ 

  ９－３－２ 固体廃棄施設の構造                     Ａ９－３ 

  ９－３－３ 固体廃棄施設の設備                     Ａ９－３ 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する事項            Ａ１０－１ 

１１. 閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する 

使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備       Ａ１１－１ 

１２.添付書類（原子炉等規制法施行令第38 条第2 項に定める書類） 

 １２－１ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する 

適合性に関する説明書（事故に関するものを除く）       Ａ１２－１－１ 

１２－２ 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は 

事故に応じる災害防止の措置に関する説明            Ａ１２－２－１ 

 １２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書        Ａ１２－３－１ 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る 

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書           Ａ１２－４－１ 

 

添付－１.変更後における障害対策書                     障１－１ 

添付－２.変更後における安全対策書                     安１－１ 

１１. 閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する 

使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備       Ａ１１－１ 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

１.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

４.使用の場所 

（省略） 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（省略） 

 

 

 

 

 

１.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（変更なし） 

 
 
２．使用の目的及び方法 

 

施設毎に記載 

 

３．核燃料物質の種類 

  

施設毎に記載 
 

４.使用の場所 

（変更なし） 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（変更なし） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

 

施設毎に記載 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

 

施設毎に記載 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

 

施設毎に記載 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

 

施設毎に記載 

 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（変更なし） 

 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

 

施設毎に記載 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

１.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

４.使用の場所 

（省略） 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（省略） 

 

 

 

 

 

１.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（変更なし） 

 
 
２．使用の目的及び方法 

 

施設毎に記載 

 

３．核燃料物質の種類 

  

施設毎に記載 
 

４.使用の場所 

（変更なし） 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（変更なし） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

 

施設毎に記載 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

 

施設毎に記載 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

 

施設毎に記載 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

 

施設毎に記載 

 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（変更なし） 

 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

 

施設毎に記載 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（省略） 

 

 １２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 （省略） 

 

１２．添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定める書類） 

 

１２－１．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明（事故に関するものを除く） 

 

施設毎に記載 

 

１２－２．想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 

施設毎に記載 

 

１２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

  （変更なし） 

 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

  （変更なし） 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（省略） 

 

 １２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 （省略） 

 

１２．添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定める書類） 

 

１２－１．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明（事故に関するものを除く） 

 

施設毎に記載 

 

１２－２．想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 

施設毎に記載 

 

１２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

  （変更なし） 

 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

  （変更なし） 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

 

 

 

 

２．使用の目的及び方法 

（省略） 

 

３．核燃料物質の種類 

（省略） 

 

 

 

 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（省略） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

（省略） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

 

 

 

 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

  

事業所全体に記載 

 

２．使用の目的及び方法 

（変更なし） 

 

３．核燃料物質の種類 

（変更なし） 

 

４．使用の場所 

  

事業所全体に記載 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（変更なし） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

（変更なし） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

  

事業所全体に記載 

 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

１２．添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定める書類） 

１２－１．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明（事故に関するものを除く） 

（省略） 

 

１２－２．想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

（省略） 

 

１２．添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定める書類） 

１２－１．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明（事故に関するものを除く） 

（変更なし） 

 

１２－２．想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

（変更なし） 

 

１２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

  

事業所全体に記載 

 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

  事業所全体に記載 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

 

 

 

 

２．使用の目的及び方法 

（省略） 

 

３．核燃料物質の種類 

（省略） 

 

 

 

 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（省略） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

（省略） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

  

事業所全体に記載 

 

２．使用の目的及び方法 

（変更なし） 

 

３．核燃料物質の種類 

（変更なし） 

 

４．使用の場所 

  

事業所全体に記載 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（変更なし） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

（変更なし） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

  

事業所全体に記載 

 

 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

 １２．添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定める書類） 

１２－１．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明（事故に関するものを除く） 

追記事項なし 

 

１２－２．想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 該当なし 

 

１２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

  

事業所全体に記載 

 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

  事業所全体に記載 
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 11  

 

 

変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

 

 

 

 

２．使用の目的及び方法 

（省略） 

 

３．核燃料物質の種類 

（省略） 

 

 

 

 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（省略） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

（省略） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

（省略） 

 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

  

事業所全体に記載 

 

２．使用の目的及び方法 

（変更なし） 

 

３．核燃料物質の種類 

 （変更なし） 

 

４．使用の場所 

  

事業所全体に記載 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（変更なし） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

（変更なし） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

  

事業所全体に記載 

 

 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 
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変 更 前（2021年 12月 17日付け申請） 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付－１.変更後における障害対策書 

（省略） 

 

 

 

添付－２.変更後における安全対策書 

（省略） 

 

１２．添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定める書類） 

１２－１．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明（事故に関するものを除く） 

追記事項なし 

 

１２－２．想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 該当なし 

 

１２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

  

事業所全体に記載 

 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

  事業所全体に記載 

 

 

 

 

 

添付－１.変更後における障害対策書 

 

 燃料ホットラボ施設 １１章及び１２章１２－１に移行 

 

添付－２.変更後における安全対策書 

 

燃料ホットラボ施設 １２章１２－１及び１２－２に移行 


